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前橋市営墓地使用申請要項抜粋（新規分譲） 

（ F ブロック  Ａ型洋式２街区、７７～１２４号）  

（       小区画洋式３街区、 1～   ３２号）  

 

１  使用者の資格  

市営墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該  

当するものとする。  

ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。  

（１）本市の住民であること。  

（２）遺骨を所持していること。（申請時に、死体埋火葬許可証等を提示） 

（３）他に墓地を所持していないこと。 

（４）永代使用料等を市が指定する期日までに納付できること。 

（５）使用許可後３年以内に墓碑等を設置できること。 

（６）規格にあった墓地を設置できること。 

（７）申込者本人が必ず使用すること。 

（８）年間管理料は、口座振替（自動払込み）でお願いします。 

 

２  墓地の種別・使用料等  

種    別 永代使用料

（円） 

※特別徴収金 

（円） 

分譲価格合計 

（円） 

年間管理料 

（円） 

基 数 

（基） 

Ａ型地 

2.0×2.5 

= 5.0㎡ 

洋式 300,000 ― 300,000 3,300 

     

48 

19号地（小

区画） 

1.5×1.54 

＝2.3㎡ 

洋式 
※ｶﾛｰﾄ付 

200,000 113,000 313,000 1,510 32 

※特別徴収金とは土台・カロートの費用をいいます。 

※カロートとは遺骨収蔵室のことをいいます。 

（１）種別欄の「洋式」とは横型の墓碑をいいます。 

（２）申込受付後の種別の変更はできません。墓地の型式等を検討したうえで申し込みく

ださい。 

（３）年間の管理料は数年ごとに料金が改定されますのでご了承ください。 
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３  墓地の返還  

（１） 使用墓地が不用となり返還する場合は、当該墓地を原状にもどさなければならない。 

その際の費用は使用者の負担とする。 

（２） 使用の許可を受けた日から３年以内に未使用※の墓地を返還したときは、永代使用 

料の２分の１を返還する。（特別徴収金については全額還付とする）ただし、下記４に

違反した場合は還付しない。 

※「未使用」とは未納骨かつ墓碑等を設置していないことをいう。 

 

 

４  使用許可の取消し等  

使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すこと  

ができる。  

1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。  

2) 使用許可を受けた後正当な事由なくして 3 年以上使用しないとき。 

3) 使用権の譲渡又は転貸ししたとき。  

4) 使用者が住所不明となって 7 年を経過したとき。  

5) 使用者が正当な事由なくして 3 年以上管理料を納めないとき。  

6) その他市長において特に使用許可の取消しを必要とするとき。  

 

 

５  使用権の承継  

（１）墓地の使用を承継できる者は、祖先の祭祀を主宰するものに限るも  

のとする。  

 （２）前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、生前の承継  

を認めるものとする。  

1) 高齢等により管理が出来ない場合  

2) 病気等により管理が出来ない場合  

3) 身体的な理由等特別な事情がある場合  

 

 

６  墓碑等設置上の制限  

（１）墓碑等の設置基準については、別表のとおりとする。  

（２）使用者の氏と墓碑銘が相違することは認めない。ただし、使用者の父  

母等の氏を使用する場合は、この限りでない。  
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○墓碑等の設置基準                            別表 

  

 
Fブロック 

Ａ型 洋式 墓地設置基準 
１９号地（小区画墓地） 

洋式墳墓設置基準 

土  台 

３０㎝以内 

既設 
中仕切りがある場合は、 

４５㎝以内（土台を含む） 

囲  障 

３０㎝以内（後は６０㎝以内） 

※地盤面から、左右は６０cm以内、

後は９０㎝以内 

既設 

墓  碑 

（以内） 

 高さ 幅 奥行き 全体高さ ８５cm以内 

棹 ５０cm ７０cm ３０cm  高さ 幅  奥行き 

芝台 ３５cm １３０cm ７０cm 棹 ５０cm ７０cm ３０cm 

墓  誌 １００㎝以内   １００cm以内 

塔 婆 立 １００㎝以内   １００cm以内 

とうろう 墓碑高以内   墓碑高以内 

形 像 類 墓碑高以内   墓碑高以内 

間  口 
１９８cm以内 

(端は１９９cm以内) 
既設 

そ の 他 

手荷物台 ４５cm以内 

（扉付きは６５cm以内） 

親柱 ６０cm以内 

手荷物台 ４５cm以内 

                            

○土台盛土高の基準面は区画の縁石天端とする。 

○土台盛土高を除く高さの基準面は、それぞれの設置面とする。 

 （小区画墓地は、境界縁石から１㎝下げた高さを設置面とする。） 
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別図  Ａ型洋式の墓碑規格 
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前橋市営墓地使用申請の手続きについて（お知らせ） 

 

■受付場所 

  市役所８階 公園緑地課 

  ※先着順の受付になります。 

   ※申込受付後の種別の変更やキャンセルはできませんので、 

現地の状況を確認し十分検討したうえでお申込ください。 

  ※郵送での受付や予約はできません。 

 

 

■用意するもの 

  ・前橋市営墓地使用許可申請書（裏面：誓約書） 

  ・埋火葬許可証または改葬許可証 

  ・埋火葬、改葬許可証の申請者と墓地の申込者が違う場合

は両者の関係が分かる戸籍謄本 

  ・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど） 

    ・委任状（申請者以外の方が手続きする場合のみ） 

※使用料等は、受付及び使用許可の後、郵送される納付書にて 

指定金融機関の窓口で納めていただきます。 

問い合わせ先      

前橋市建設部公園緑地課 

TEL：027-898-6842 
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水
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令和４年度新規分譲　嶺公園移転墓地　Fブロック　２～３街区　区画番号表

３　　　街　　　区 ２　　　街　　　区

73 74 75 7667 68 69 70 71 72

5953

65 66

60 61 62 63 6454 55 56 57 58
小17 小18 小19 小20 小21 小22 小23 小24 小25 小26 小27 小28

48

小29 小30 小31 小32

41 42小14 小15 小16小7 49 50 51 5243 44 45 46 47小1 小2 小3 小4 小5 小6 小8 小9 小10 小11 小12 小13

33

40四阿 35 36 37 38 39

階段

※　枠内の番号と現地のプレートが一致しています。　

スロープ

34水
屋 29 30 31 32

小区画墓地

A型地


